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平成26年 11月 12日

訟務担当者ブロック研修（北海道・東北ブロック）レジュメ

.1 最近の判決の動向

資料 1 「労災行政事件訴訟の推移」を参照

’平成 26年度 10月末国 敗訴10 件

（脳心3件、精神 5件、石綿 l件、高次脳機能障害 l件）

O精神、脳心請求が高留まり、勝訴率は近年は脳心が若干高い。

0提訴件数は 25年度は 31件減少。今年度は上期で 62件請求あり。

0平成 26年度の敗訴事件をみると、精神事案は、個別の心理的負荷の評価が

国の主張と異なったものが多く、脳心事案は、「異常な出来事j に該当する出

来事があったと評価される一方、私的リスクファクターがほとんどみられない

もの〔2件）、また、時間外労働時間の認定が国の主張と具なったもの。

0地裁国勝訴、高裁期日 1回結審（新たな在拠提出なし）での敗訴が 2件あり。

地裁と同じ証拠について異なる事実認定がなされた。

r 2 新件協議での留意点

( 1 ）局検討会 t

ア事案の概要把握（事件プリント、復命書等）

イ 原処分の問題点等の把握

ク 資料に記載されていない事情

エ 朱 実施局

オ署課 長

( 2）法務局協議

制度、事務処理経過の確実な理解（障害認定、事務処理流れ）
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(3）新件協議

ア局応訴方針

問題点の把握、立在方針の立案

イ 協議事項の例

（ア）どのような主張をし、そのためにやるべきことは何かを明確にする。

（イ）原処分の問題点を把握した上で、原処分の判断と訴状の原告の主張を見比

ベて、

①主張の相違点は何か、

②園、原告それぞれの主張の根拠は何か、

③国の主張の根拠で原告の摂拠を否定できる証拠は揃っているか

（通常は不足）

④不足しているもの何か、

⑤④のために何をすべきか（追加調査、医師意見依頼、医学文献収集等）

を検討。

（ウ）裁判所に原処分を適法と判断してもらうための主張・立証

①原処分、審査官段階（以下「原処分段階等Jとしづ。）で集めた既存の

資料だけでは訴訟に対応できないこと、補充調査が必ず必要、とし、う認識

を持つ

②災害発生状況について、具体的なイメージを描ける程度の補充調査

③原処分庁段階等で徴した局医意見等では、 2、3行の記載で結論に至っ

た理由が記載されていないもの等の不十分なものが多く、裁判官に医師の

判断の妥当性等の理解を得ることが難しい。

訴訟段階において受診歴及びその診療録を読み直し、既往歴の記録、原

告が医師に話した内容等の証拠とできるものはないかを必ず確認しイその

上で専門医にわかりやすい意見書を依頼すること。

④原告が会社と民事訴訟で争っているか必ず確認し、民事訴訟で出してい

る資料等の入手に努めること。終結していた場合でも判決書を入手し、証

拠とできるか確認すること。

⑤事実関係を主張する場合は、可能な限り具体的に主張すること。例：飲

酒 1日l合程度、のみではなく、 l日焼酎l杯、 350mm倍ヒ、、ーノレ1木など。

⑤書証のみを提出しでも、裁判官に意味が響かない場合もあるので、準備

書面により国として当該書在から何が言えるのかを明らかにすること。

ウ 新件協議事項について

一度立てた方針は変更が難しい。応訴方針が最重要。
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協議事項は、法務局指示、進行状況踏まえ、原則的には全て実絡すること。

訴訟の進行状況により方針を変える必要がある場合は、必ず、本省訟務官

に協議。

(4) 新件協議で抱握した原処分の問題点

ア 調査が不足しているもの

イ f合ゅの判断

ウ 障害等級の認定

エ求｛賞（民事）

オ 'itf査官

r 3 勝訴・敗訴要因の分析＋最近の判決例

( 1 ) 勝訴・敗訴要因

資料2 「勝訴・敗訴要因J

資料3 「主要判決」 参照

(2) 最近の判決例

ア 東京高裁平成．．年．月．．日判決（国逆転敗訴）確定（脳心）

〈事件概要〉

η
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〈判決要旨〉

（敗訴要因）

イ 静岡地裁平成圃年圃月．日判決（閤敗訴）確定（脳心）

〈事件概要〉
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〈判決要旨〉

（敗訴要因）

ウ 大阪地裁平成．．年・E月．日判決（国勝訴）原告控訴（脳心）

〈事件概要〉

〈半lj決要旨〉

ro 



エ 二重就労者の給付基礎臼額を争う事案

大阪地裁平成・圃年．月．．日判決（国勝訴）原告授訴

〈事件の概要〉

同 6…



〈判決要旨〉

4 事実認定について

資料4 「事実認定について」参照
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r 6 訴訟対応上の留意事項

(1 ) わかりやすい書函の作成

局課長（複数の者）による点検（わかりやすさ）

資料6 参照

法務資料

( 2) j去務局の準備書面修正内容の確認

制度の誤解をチェックするため。疑問点等あれば、局課長、歌察宮、本省訟

務官に相談

(3) 訴訟の進行状況の把握（局管理者）

期日経過毎に主張を整理、争点把握、漏れの無い主張・立証

7 討議、情報交換

資料7, 8参照、
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訟務担当者ブロック研修

（北海道・東北ブロック）

平成 26年12月 12日

資料目次

1 労災行政事件訴訟の推移

2 勝訴・敗訴要因

3 主要判決

4 事実認定について

5 訴訟を意識した処分

6 書面の作成について

7 各局訟務処理体制等

8 協議事項



労 災 行 政 事 件訴訟の推移資料 Y

I 削也姐里 l提訴件数！係争件数



l資料 21 
訟務担当者ブロック研修勝訴 M 敗訴要因（主要判決より）

O勝訴要因

「7話語査による立証（複数の会社関係者等の聴取、実地説査による実態把握）
(1)業務内容の調査・立証

(3）パワハラ等の精神障害の事実関係の調査・立証

(4）石綿ばく露作業状況の調査・立証

(5）事故と負傷状況、療養状況の調査・立証



(6）労働者性の調査・立~iE

r2 専門医による医学意見書等の提出

(1)亙学意見書による立証
二コ
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(2）原告主張の医学的矛盾点を指摘

3 



4 



・敗訴要因

[1 原処分、訴訟段階での検討・調査漏れ

(1) 複数の争点がある事件について、特定の争点（基礎疾患、個体側要因の強さ等）

！こ係る主張・立証で十分勝訴できると考え、他の争点（出来事、業務内容の負荷

の大きさ）について十分な主張（追加調査の実施）をしなかったもの

(2) 原処分で業務実態の詳細な把握がなされておらず、補充調査でも確認できなか
ったため、業務内容に基づ、いた過重性等の主張・立証（追加調査の実施）を十分
できなかったもの

5 



(3) 原処分、訴訟において事案の問題点を看過、主張不足

2 ＠：学意見書による立証（補充）漏れ



r5 訴状（請求の原因）の認否（答弁書） 石綿ばく露作業従事期間
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1 精神障害判決

( 1 ）勝訴

m弔函百：裁判所
1 I平成・ 咽咽日

東京高裁

（確定）

2 I平成．年・月．日

岐阜地裁

平成圃年．月園田

名古屋高裁

上告審係属中

3 I平成．年・月園日

大阪地裁

平成．年・唱・日

大阪高裁

上告審係属中

4 I平成．年．月．日

東京地裁

平成・唱月．日

東京高裁

平胡E年lfal置日
最高裁（確定）

5 I平成．年国月園日

大阪地裁

授訴審係属中

6 I平成．年圃月．臼

最高裁（確定）

訟務担当者ブロック研修主要判決目次
置亙ヨ

間

性

J

－

時

現

J
B

一

の

合

ト

一

て

の

ベ

一

比

鵠

キ
一
本
働
副

来

労

認

出

外

新

発症前6か月より前

からの長詩情労働

上司の叱責（仕事よの

ミスに対する指導）

上司によるいじめ・

嫌がらせ

ょ矧

桁

暴

的
の

D

私

ら

S

の

か

T

後

圃
圃

P

病．．
 る
発

慈の

殺

融

自

発

」附
l

寄．．
 障．．
 神－

圃

精

化

精神障害発病後の悪

化



＂・・ ー；，・ － 

所一圃
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湘
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闘

Bl平成．年．月．日

東京地裁

91平成田年掴月．日

新潟地裁

101平成・t・月圃日

大阪高裁

141平成．酔劃月．臼

京都地裁

な
－
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H
h
v
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ト
ョ
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ワ
一
一
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働

一
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労

キ
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る場合の心理的負荷

の評価期間

ノルマ未達成

叱責の繰り返し

退職の強要による心

理的負荷

左示指の一部切断、

適応障害
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151平成圃年．月．白

東京高裁

（逆転敗訴）

労災請求の約12年前に

発病した精神障害

2 脳・心臓疾患事案判決

( 1 ）勝訴

Nor;辰五：裁判所

16ドF成．年．月園田

瀞岡地裁

時成圃年圃月．

目、（確定）

171平成．年．月・a
東京高裁

最高裁係属中

181平成田年園月園田

神戸地裁

（確定）

19J平成瞳年圃月園田

東京地裁

平成田年．月園田

東京高裁（確定）

201平成．年．月．日

福岡地裁

控訴審係属中

( 2）敗訴

N日函a.裁判所

21 I平成・咽月．日

東京地裁

キーワード

社員旅行の業務遂行

性

発症前6か月より前

の過重性の評価

蓄積された疲労の解

j向

発症前6か月より前

の長時間労働

リスクファクター
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221； 掴咽咽日 l l制動
京地裁 上腸間膜動脈問塞

不整脈による血栓

の形成

3 石綿関連疾患事案判決

( 1 ) 勝訴

NO 判決臼・裁判所 キーワード

23 平成．年圃月園臼 石綿びまん性胸膜肥

l千葉地裁 厚による肺機能障害

（確定） %目市活蚤の値と動脈

血酵素分圧の健との

不整合

24 I平成．咽月園日 石綿目市

宮崎地裁 顕微鏡的多発血管
平成園増・月園田

炎
福岡高裁宮崎支部

25 I平成置年．月園田 l ｜石綿肺
大分地裁

控訴審係属中

26 I平成園年．月園田

神戸地裁

控訴審係属中

( 2）敗訴

判決の概要

皮

ド
一
中

二
郎

ワ
一
口

一
一
断

キ
一
診実確

擾

NO I半Jj決日・裁判所

27 ＼平成．年圃月．臼

静岡地裁

28 I 平成酢1~13
東京地裁

石綿肺がん

同僚に胸膜プラー

クが認められた事

例
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29［平唱PIJ'lm:i
宮崎地裁

ブレーキライニン

グ交換作業

石綿肺

30 I平喝E年園調t
東京高裁 クリソタイルの長

期ぱく露

4 高次脳機能障害（ T BI、MTB  I）事案判決（勝訴）

32 I平成田唱月圃臼

東京高裁

上告審係属中

ド
一
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キ
一
脳
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一
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高次脳機能障害

MTBI 

33 I平成．年園月園田

東京高裁

（確定）

5 脳脊髄j夜漏出症事案判決

( 1 ）勝訴

NO 判決日・裁判所

34平l咽司月園田
広島高裁岡山支部

（確定）

判決の概要 、
ド
一
症

」
一
少

『
一
－
P
一

二
総

司
一
髄

一
脊脳
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( 2）敗訴

N日高正裁判所

35J平成園司・月．日

和歌山地裁

控訴審係属中

ド
一
症

ご
出

ワ
一
漏

二

液

痩

キ
一
髄
麻

一
脊
肢

脳

四

6 受動喫煙・化学物質過敏症事案判決（勝訴）

NO I判決日・裁判所

361平4・4月．日
東京地裁

（確定）

371平成園年．月E白

東京地裁

（確定）

381平咽司書日
大阪高裁

（確定）

7 上肢障害判決

時
一
州
事
裁
）

監
畑
一
喝
制
限

げ

F

一
二

膚

寸
一
煙
蛾

ネ
一
喫
約

；

動

均
受

平

受動喫煙

肺がん

トルヱン

化学物質過敏症

キーワード

頚肩脱症候群

パソコン作業
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( 2）敗訴

NO 判決日・裁判所 キーワード

40平.年圃月．日 上肢障害（頚椎症性

東京地裁 争等髄症）、腰痛

鉄製工具の形状と

作業態様による負

荷

41坪趨咽咽臼

東京地裁

上肢等への負担

42＼平掴咽月園日

千葉地裁 ｜リハビリの効果

8 腰痛判決（勝訴）

大阪高裁

る
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43 I平胡・4圃月．日

上告審係属中

9 振動障害判決（敗訴）

NO I判決臼・裁判所

44J平成．咽唱日

高知地裁 異

ド

一
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可

ワ

一
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ロ

の
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10 労働者性事案判決

( 1 ）勝訴

Nol*函王裁判所
451平成酢・月圃

日

福岡高裁（確定）

日

概一咽一

裁
一
圃

訴
一
ト
一
軒
蛾

敗
一
知
一
咽
剛

幻
市
再
福

判決の概要

11 認定基準によらない疾病（長時間労働等）事案判決（勝訴）

キーワード

労働者性

圃圃 ・
業務執行権

監

ド
一
理

一一管回

ワ
一
の

二

長

キ
一
課
性

一
社
者

－
本
督

最高裁（確定）

481平司14語圏臼
東京高裁

平.年園月Is
最高裁（確定）

491平咽唱月．日
大阪地裁

控訴審係属中

SOI平成．年．月圃日
大阪地裁

控訴審係属中

判決の概要

8 

キーワード

著しい長時間労働

慢性骨髄性白血病，

高度の蓑然性の証

明

原発性肝がん

海外出張

化学物質（ジアニシ

ジン等）

口腔がん

糖尿病

長時間労働



12 二重就労事業判決（勝訴）

NO l判決日・裁判所

51 ／平成・咽月園田
東京高裁

平場酔圃月園日
最高裁（確定）

521平堀咽月圃日

東京高裁
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NO I判決日・裁判所

531平場唱月園日
東京地裁

上告審L係属中
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［平成 2 4年度勝訴判決］

0 〔精神4〕 平成．咽月園日

2 判決要旨

( 1 ）一審判決（さいたま地方裁判所平成．年．月l圃臼（国勝訴））
ア 精神障害の発病時期

(2）控訴審（東京高等裁判所．平成田園年．月圃園田（国勝訴））

ア 認定基準の合理性（認定基準発出の経緯、認定基準の内容に照らせば合理性が認め
られると判示）

イ 認定基準！こ基づく検討〔新設の80時間超えの時間外労働を出来事として評価しでも
心理的負荷の強度は「中」にとどまる）

No. 1 



【平成 24年度勝訴判決】

ウ 認定基準に基づく業務起因性の判断

1 I認定基準での主張

21療養経過



｛平成24年度勝訴判決］

キーヲード：発病前6か月より前からの長時間労働、上司の叱責（仕事上のミス
に対する指導｝

2 判決要旨（国勝訴〉

( 1 ) （判断枠組み〉

( 2) （出来事の評価対象期間〉

し

No. 2 



11 時間外労働
時間数の算
定

21出来事の評
価期間

31上司の叱責
（仕事上の
ミスに対す
る指導）！

［平成24年度勝訴判決］

ノ（') 



iキーワード［正面己よるいじめ・嫌がらせ’ l

2 判決要旨 .l~国勝訴）
(1) ＜判断枠組み〉

; 

［平成24年度勝訴判決】

No. 3 



3 勝訴要因

・11上司によるいじめ・

嫌がらせの事実

〔平成 24年度勝訴判決］

i ( ) 



【平成 24年度勝訴判決］

lキーワード：・ーからの暴行によるpτSD~嘉扇径の私的旅行

2 判決要旨
(1) ＜判断枠経み〉

’f 

No. 4 



【平成 24年度勝訴判決】

、l
’

Jf 

の動白行の止ロ原

因
一
一
切

理
一
軒
張

関
一
一
療
主

ーム

q
u
 

21認定基準での’主張



2 判決要旨（国勝訴）

(1) ＜判断枠組み〉

［平成25年度勝訴判決】

No. 5 



3勝訴要因

五云勤務状
況及て湾事申障
害発病後の労
働時間増加の
原因

21精神障害発病
後の悪化の業
務起因性

【平成25年度勝訴判決】

-' ' 



【平成 25年度勝訴判決】

0 〔精神 1〕

決

決

定

判

判

決

裁

裁

裁

高

地

高
京
京

最

東

東

lキーワード：精神障害の発病後の悪化

2 判決要旨

( 1 ）一審判決（国勝訴）

ア〈判断枠組み〉

No. 6 



【平成 25年度勝訴判決】

( 2）控訴審判決（国勝訴）

ア〈発病時期、精衿障害発病の業務起因性〉

イ〈精神障害の悪化の業務起因性〉

3 発病後の悪化に係る訴訟上の留意事項



、

． 

［平成24年度敗訴判決］

り〔精神1〕 鴨圃咽月．日大阪高裁判決国敗訴に審議定）

（平成・圃年・~－日神戸地裁判決国勝訴原告控訴）

1 事｛牛の概要

2 一審判決要旨（国勝訴）．（平成圃唱月圃臼）
(1) ＜判断枠組み〉

(2) ＜業務によ~心理的負荷〉

、

．、 ． 

No. 7. 



3' 控訴審判決要旨（国逆転敗訴）（平喝・唱月．日）

(1) （判断枠組み〉

(2) （業務による心理的負荷〉’

4 

出来事後の恒常的な

11長時間労働

i ；勤務時間中の空き日寺
包聞の立志E

3控訴審における主張

－立証

［平成 24年度敗訴判決］

f・1

.J 、



(( 

。 成圃・年．．月．． ｛ 一 一一
iキーワード：拘束時間、極度の長時官長扇

1 事件の概要

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) ＜判断枠組み〉

［平成2 4年度敗訴判決］

No. 8 



【平成 24年度敗訴判決】

(4} ＜業務起因性の判断〉

11労働時間の

事実認定

21精神障害の

』発病ー

4 敗訴要因

11労働時間の

事実認定

21故意による

自殺

）
 

／
 

一一J 、



¥. ( 

［平成24年度敗訴事j決］

キーワード：出来事が繰り返される場合の心理的負荷の評価期間、ノルマ未達成、
、叱買の繰り返し

1 事件の概要

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) （判断枠組み〉・

( 2) （堂業所長の指導や叱貨〉

( 3) （国側の綾取書の信用性〉

( 5) （全体としての評価〉

No. 9 



( 6 )-（心理的負荷の評価期間〉

( 7 ). （業務起因性〉

3 国側主張と判決との相違点

1 I指導や叱責

z iノルマ

I’l指導や叱責

の態様

【平成24年度敗訴事j決】

国側主張
( ., 

a敗訴しだ要因とじ7て考えられる事項



［乎成24年度敗訴判決｝

0 ［精神4〕 平成圃唱唱回大阪高裁判決国敗訴に審議定）

圃年圃月圃

I キーワード：退職の強要によ~心理的負荷

( 2 一審判決要旨（国勝訴）（平成田年.JI園田
(1) ｛業務起因性の判断枠組み〉

(2) ｛精神障害の発症〉

(4）ぐ個体側の脆弱性〉

N・ o. 10 



［平成 24年凌敗訴判決］

(5) （業務起因性〉

3 控訴審判決姿旨（国逆転敗訴）（平成．唱月．日）．

.(1) （業務起因般の判販枠組み〉

α）〈精神障害の発症〉．

(3) （業務による心理的負荷〉

(4) ＜個体側要因〉

.(5) .＜業務起因性〉

敗訴した護国として考えられる事項

！退職の強要の具体的

11内容

f') 

一一白



0 〔精神5）平成．．年．月圃日

lキーワード

2 判決要旨．（国敗訴）

( 1 ) ＜判断枠組〉

(2) ｛原告手の疾病〉

［平成，＇24年度敗訴判決】

圏敗訴（一審確定）ー

No. 11 



国

不告知教唆

叱’賛

班分 離

4＇敗訴の婆因分析

f) 

-L , 

敗訴した要因として考えられる事項

上司の厳しい叱責を肯定

する複数証言

， 



【平成25年度敗訴判決｝

2 判決要旨（国敗訴）

( ( 1 ) ＜精神障害の発病の有無〉

( 2) ＜本件崩落事故と精神障害発病との相当因果関係の有無〉

張、王国

占
24一

議一一相一な一主一の「決一日－
成
す
一

シ」一張一主一の一国寸3
「

1 I精神障害の

発病の有無

. N o. 12 



2 I；本件崩落事

故と精神障
害発病との
相当因果関
係の有無

4 敗訴要因

機
主

寺
た

の
れ

血
口
遅

原
に
張

寸ム

21専門医を証
人尋陪に立
てなかった
こと

［平成25年度敗訴判決］

( '  
) 

敗訴した要因として考えられる事項



-－，一ー－－ .....・~ ···－~・－ー一一ー一←
一一一一一一一ーー［平成26年度敗訴判決1

0 〔精神O〕平成園年圃月園日大阪高裁判決国一部敗訴に審確定）

平成園田年．月．．同 十町姉辛告主il'.:!L 間膜器 置とヒ

「 －－－－－ ~－ ... ,,i醐

！キーワード：帰宅途中のひったくりによる心理的負荷

2 一審判決要旨（国勝訴）（平成田年園月圃臼）
(1) ＜通勤起因性の判断枠組み｝

(5) ＜結論〉

No. 13 



［平成 26年度敗訴判決］

3 控訴審判決要旨（国逆転一部敗訴）（平成田年酢圃日）

(1) ＜通勤起因性の判断枠組み〉

(2) ＜控訴人の症状〉

4 控訴審における敗訴要因

1 I本件事故による心理

的負荷の評価

敗訴した要因として考えられる事項



但 ー－－ a 日 "' -・ －－・目 白血ーー，一色白・・－・勾目白ー 一四日一『－－－ -... . .. －ーー ιh - “ 司 F

【平成 26年度敗訴判決］

0 〔精神O〕平成．． 年．月園田

lキーワード：：左示指の一部切断、適応棒害

2 判決要旨（国敗訴）
(1) （原告が擢患じた精神備害〉

、

No. 14 



一一一一一一一一一一一一一同－・一一ー

［平成 26年度敗訴判決］

張主
点国

違一栢一な
F

主一の一決
T

1
－
 

虫
γ
一

と一E
E
一
ロ句

J
F
自

主一の一国ナ3
「

1 I；本件事故に

よる，心理的

負荷の強度

4 敗訴要因

1 I；本件事故による心

理的負荷の強度の

評価

敗訴した要因として考えられる事項



［平成 26年度敗訴判決1

0 〔精神障害〕平成圃唱R圃日東京高裁判決国逆転敗訴（確定）

キーワード：労災請求の約 12年前に発病した精神障害、

2 控訴審判決要旨（国逆転敗訴）
( 1) ＜判断枠組み＞

( 2) ＜発病時期＞

(3) ＜本件疾病の業務起因性＞

No. 15 



［平成 26年度敗訴判決］

3 国の主張と判決の主な格違点

1 I融資金の回

収に係る出

来事の心理

的負荷の強

度

4 敗訴要因

11寛解（治ゆ）・再発

の検討

21発病前6か月間の出

来事の調査

国主張（一審判決）

敗訴した要因として考えられる事項



， 
、

·~. 

,. 

［平成24年度勝訴判決】

キーワード：社員旅行の業務遂行性

、，，，み組

同
宙
滑

要

抽

出

決
伸

申
す
、
ノ

2
f
 、

(3 

No. 16 



(4）《社民旅行の業務遂行性についてア

(5) （相当因果関係〉

3 1券訴薬図

1 I業務の過重

f生

【平成24年度勝訴判決】

) 

' t:、、i
i ’ 

,-' ・-! 



＼ 

0 ［脳心 1〕平成．．年圃・月・園田 東京高裁判決
（平成田・年圃月．．臼東京地裁判決

［平成 24年度勝訴判決］

キーワード：：発症前6か月より前の遇童画の評価；蓄電宣言瓦五疲労弱解語；逆転勝訴

（’2）控訴審判決（国逆転勝訴）

No. 17 



【平成 24年度勝訴判決】

原

J
脳
る

の
形
「
す

h
z
E
L
血
古
町
、
左

前
一
出
脈
パ
裂

時
一
下
静
沈
破

一
塩
煤
湖
沼
の

M

ヨ

図
一
一
引
は
結
晶
航
船

護
士
f
件
は
破
脈
が

指
一
本
因
の
動
の

宅よ

内

d

21発症前6か月より前の
過重性を評価、疲労
の解消により f脳動
脈癒Jは改善しない

() 



2 判決姿旨 4留勝訴）
(1) ＜判断枠組み｝

［平成24年度勝訴判決】

神戸地裁判決国勝訴（確定）

No. 18 



3 勝訴主要因

11勤務時間管理の状況

21発症前6か月間より

前の長時間労働の評

価

［平成24年度勝訴判決］

国の主張が認められたこポイント（主張、証拠）



【平成 24年度勝訴判決］

2 判決要旨（国勝訴）
( 1) （判断枠組み〉

1 9 .N。－

／

・

5

・



【平成24年度勝訴判決］

，に1

3 搾盟
11 時間外労働時間数の

認定

21 面蔚彰態
31 リ京クファク町グー



【平成26年度勝訴判決］

O 〔熱中症〕平成・E年．月圃・日福岡地裁判決国勝訴（控訴審係争中）

lキーワード：熱中症、狭心症

2 半lj決要旨

(1) 倒断桝EみJ

No. 20 



【平成26年度勝訴判決】

3 勝訴要因

早一一尋問



’【平成2・4年度敗訴事lj決】

平成圃・司・月圃・日

lキーワード：時間外労働時間数80時間以内、精神的緊張

2 判決要旨〈国敗訴）

( 1) （判断枠組み〉

(2 

' 

_(3) （業務起因性〉

張主

点＝回一

途一相一な一主一の一決一4
T
 

ゆ
忠

s

一
’と一張一主一の一国「3

 

11労働時間の’

事実認、定

' . 
N o. 21 



21精神的緊張

4 敗訴要因

11精神的緊張

の評価

21出血病巣の

特定及びP
スクブアク

タ一等

【平成 24年度敗訴判決］

＼ 

敗訴した主要因として考えられる事項



【平成2 4年度敗訴判決1

0〔脳心3〕平成．． 年圃月．．日 東京地裁判決国放辞（一審確定）

lキーワード：心房締動、上腸間膜動脈問器、不整脈による血栓の形成 I 

1 事件の概要，

2 判決要~（図敗訴）
( ( 1 ) （判断枠組み〉

" 

No. 22 



動脈議栓症

21同
②上腸閑膜
動~血栓症

』 311司
③慢性腸間

膜虚血

・4 敗訴要因

1 I被災者の業
務内容に係

る主張

21本件疾病の
発症原因

［平成24年度敗訴判決］

f、

， 
' 

, . 



【平成 2 4年度勝訴判決］

ーワード．：：日用びまん性胸膜肥厚による肺機能障害、%肺活量の健と動脈血藤嘉分圧
の値との不整会

No. 23 



［平成 24年度勝訴判決1

／ 

' 

ー

3 勝訴要因

i ・1各穏検査データから
航機能が良好であった
ことを主張したζと

， 

，国の主張が認められたポイント（主張、証拠）



。戸!Jm ~ ~..：－~；J l!l~~~J:D.－「成．． 年·~－ 崎地裁判

決判訴以野度年

目。
円

4成平［

控
訴

同二すード：石綿肱顕微鏡的多発血管炎

2 判決要旨（国勝訴）

( 1 ) ＜石綿肺の検討〉

No. 24 



( 2) （認定基準への当てはあ〉

$’勝訴要因

~への職
業ばえ露の
程度

21石綿肺の否

l 定

【平成25年度勝訴判決】



．【平成25年度目勝訴判決】

。〔石綿幻平成．． 年圃fl.日

iキーワード：石棚、間質性肺炎

1, 毒事件の概要

2 判決要旨〈国勝訴）

( 1 ) ＜石綿r;;fく露の程度〉

No. 25 



( 3) （業務起因性〉

( 4) （訴訟における主張の範閤〉

3 勝訴要因

1 I石綿ばく露の
濃度

2 I石綿肺の否
定

【平成25年度勝訴判決］

( '・; 



【平成 25年度勝訴判決］

国勝訴（控訴審係争中）

iキーうード：石綿肺がん、胸膜アラーク

2 判決要旨（国勝訴i
フオ〈業務起因性の判断基準〉

ウ〈肺肉に胸膜プラークが認められるか否か〉

No. 26 



ヱ〈胸膜プラークが存在する高度の蓋然性を基礎付ける事情の有無〉

オ〈まとめ〉

3 勝訴要因

11業務起因性

（平成 18年基準）

21被告からの鑑定申 z

立（胸膜プラーク

所見）

国の主張が認められたポイント

i千 )lλ どりヰ反B努面干判決』

、

' ， 



【平成25年度敗訴判決】

0 〔石綿 1）平成．唱月

！キーワード：議定診断のない中皮麗

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) （判断枠組み〉

張主：国

点一途一相一な一主一の一決「
－判一

シ』一張一全一の一国
T

q
u
r
 

11症状

No. 27 



ZIC T薗像

31胸水細胞診

41潟水中ヒア
ノレロン富主催

4 敗訴要因

1 I 医学的な判
断について
の裁判官のわ
'L；、証形成

21雇定事断の
ない事案

【平成25年度敗訴判決】

＼
h
i
J
 

／

1札



2 判決要旨（閤敗訴｝

( 1 ) （判断枠組み〉

( 2) ＜業務起因性〉

［平成＇24年度敗訴判決］

No. 28 



【平成24年度敗訴判決】

・3 国仮lj主張＆判決J-:の相違点

国側主張

1 I亡夫の検査

函像所見上、

胸膜プラー

ク所見の記

t 載がないこ
とについてー

膜
の
い

胸
ク
つ

の
一
に

僚
一
フ
見

向
プ
一
前
で

η，μ
 

4 敗訴の要因分析

1 I胸膜プラー」

クの有無の

確認

21荷綿ばく露

の状況

‘目

f
 

., 

.. L 



［平成 24年度政IDf判決】

キーワード ： ブレーキライニング交換作業、石綿姉 l 

1 事件の概要

2 判決姿旨（国敗訴）
( 1 ) ＜判断枠組み〉

張主＝国
点一途一裕一な一生一の一決一1

r
 

出自
I

「
と一張一主一の一国一

円

d
「

11石綿ばく露

状況

No. 29 



21じん締法に
よる胸部X線
の像

31 B市機能障害

41；石綿肺

4 敗訴要因I

11石綿ばく露状況

21原告主張への反稔

［平成 24年度敗訴判決】

、
' ' ' . 

' ' ' 

恥



［平成25年度敗訴判決］

lキーワ三下二づ語読鵬雨、クリソタイルの長扇冒と露

' 
2 判決要旨．〈控訴審〉（国敗訴・確定）

ア〈平成18年認定基準と平成19年補償課長通知〉

No. 30 



［平成 25年度敗訴判決］

オ〈業務起因伎に関する補充判断〉

張主国

点一違一抱一な一主一の「決一JE
 

－

－

 

申？一と一張一主一の一箇一q
u
F
 

11業務起因性の判

断基準

21石綿ぱく露状況

4 敗訴原因



' 

¥. ( 

【平成 25年度勝訴判決1

0 C脳機能障害1〕平均園年圃沼園日鯨高裁判決国勝訴（上告受理市立中｝
〈平成．．年圃・月圃・日東京地裁判決問勝訴原告控訴）

2 判決要旨〈第一審及び控訴審｝（国勝訴）
(1) （事故の態様〉

No. 31 



【平成25年度勝訴判決］

ゆく控訴人の自覚症状〉

( 

(7) ＜結論長

11事故の態様から、。
授訴人がMTBI
を発症したとは言
ええRいこと

21自賠責報告書の
提出

f
f
 

31本件事故後の症
状経過から、控訴

E人がMTBIを発

症したとは言えな
いこと



【平成25年度勝訴判決1

0〔脳機能際司平成．咽月園田東京高裁判決国勝訴（上告受理申立中）

（平成圃・年．月．．日 東京地裁判決国勝訴原告控訴〉

1
 

－B
－
 

二
l

－
一M
一；

 

一恵国一－

一障一
一能一

一機一
一脳一

一次一
一｛品目一i

i

 

一け

F

F

r

u民

一
ご
の

一
ワ
一
体
T

E
事

1

1

1

1

1

4
』

$

2 !f!J決要旨

( 1 ）千藩判決（国勝訴〕

ア 4原告の症状〉

イ〈本件事故と原告の症状との因果蘭係〉

I 

No. 32 



【平成25年度勝訴判決】

ウ〈結論〉

一五
21：意識障害の

有無

31症状の経過

( 



(. 

，
 
｛
 

f
 

【平成25年度勝訴判決］

Iキーワード・高次脳機能障害

2 判決要旨〈控訴審（一審判決の引用を含む））（国勝訴）

( 1 ) ＜高次脳機能障害の判断基準〉、

No. 33 



3 勝訴要因

1 I本件事故と

控訴人の症

状との因果

関係は認め

られないこ

と

21高次脳機能

障害の判断

基準として、

「支援の手

引きJの診断

基準を示し

Tここと

【平成25年度勝訴判決｝

、
， 

国の主張が認められたポイント（主張、証拠）



［平成 24年度勝訴判決1

0 〔その他1〕平成．．年圃・,Ej.日広島高裁岡山支部判決国勝訴（二審確定）

（平成園田年園月．． 日岡山地裁判決国勝訴原告控訴｝

1 事件の概婆

2 判決要旨（国勝訴〉

( 1 ) ＜判断枠組み〉〔原審、控訴審〕

No. 34 



【平成 24年度勝訴判決I

ー（ 3）療養上の相当性〔原審、控訴審〕

(4）脳脊髄液減少症擢患の有無〔健訴審〕

_(. I ， 

3 勝訴要因

国の主張が認められたポイント

11医学。意見書・

21事故による衝撃



［平成 25年度敗訴判決】

0 E漏出症1〕平成．唱月園日

iキーワード：脳脊髄液漏出症、四肢麻痩｜

／ 

2 判決姿旨（園敗訴）
C1) ＜脳脊髄液漏出症の発症の有無〉

No. 35. 



3 鹿の主張と判決の主な格違点

正｜脳管髄液漏

出症の溌症

の有無

21原告の症状

と本件災害
との聞の因
果関係

31原告の障害

等級

4 敗訴要因

11脳脊髄液漏出症及び

原告の症状に関する

主張

国主張

【平成25年度敗訴判決】

I 



f
、

【平成2 5年度勝訴判決】

キーワード：受動喫煙症、平均的労働者

1 事件の概要

・No. 36 



( 3) （業務起因性〉

3 勝訴要因

1 I受動喫煙症

診断基準が

確立した知

見でないこ

と

21平均的労働

者からみて

症状発症の

危険性があ

ったとはい

えないこと

【平成25年度勝訴判決】

( ': 



キーワード
I 事件の概要

2 事j決要旨

(1) ＜判断枠組み＞

(3) ＜受動喫煙と本体疾病発症との図果関係＞

［平成 26年度勝訴判決］

国勝訴（ ） 

N o. 37 



［平成26年度勝訴判決｝

(4) ＜カーボンインクの気化物質と本件疾病発症との因果関係＞

（訂くまとめ＞

3 勝訴要因

汀妄語戻煙による肺がん

の発症リスクに係る医

学的知見は確立されて

いないこと

21遺伝要因による肺がん

発症の可能性があった

こと



【平成 25年度勝訴判決1

0 〔化学物質過敏症2〕平：＝年圏直月園田大阪高裁判決国勝訴（確定）

「－~国阻一一一「
lキーワード； トルエン、化学物質遍敏症

2 判決要旨
(1) 一審判決（国勝訴）

ア〈原告らが化学物質過敏症を発症したか否か〉

No. 38 



【平成 25年度勝訴判決］

イ〈トルエン暴露と原告らの疾病との聞に栂当因果関係が認められるか否か〉

(2) 控訴審判決（国勝訴）
ア〈化学物質過敏症発症の有無及び捜訴人らの疾病とトルエン暴露との図果関係〉

圃
ィ〈控訴審における控訴人らの補充主張に対する判断〉

〆、

苦言指針値



‘・
2 判決要a旨.（国勝訴）

( 1 ) （判断枠組み〉

［平成24年度勝訴判決］

No. 39 



【平成24年度勝訴判決】

( ', ' 

3 勝訴要因
十一 ‘ーー・』 ．‘ー － 一 ’‘ー一ー－－・・」‘ 一

1 I上肢等に負｜
扱のかかる

作業るを主と

す 業し務に
従事たも
のとはいえ
ないこと

2/ 原告側の医
師の意見が
原告の状況
を踏まえた
ものではな
く具体的な
根拠を欠く
こと



f平成 24年度敗訴判決J.

キーワード：上肢障害（頚椎症性脊縫症）、腰痛、鉄製工具の形状と作業態様による負荷

、
2 判決要旨（国敗訴） し

"( 1) （判断枠組み〉

【／

張主

占
丘
一
国

選一相一な一主一の一決一j
r
 

卑
寸
一

シ」一張一主一の一国戸
司
d

11上肢障害に

関する過重

性の事実認

定

No. 40 



21腰痛に関す

る過室性

4 敗訴要因

11鉄製工具の目

形状による

重量負荷・

作業態様に

よる負荷の

事実認定

［平成24年度敗訴判決I

( . 



｜キーワード：

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) （判断枠組み〉

3 国の主張と判決の主な相違点

I I 
' 1 i上肢等に負

担のかかる

作業

［平成25年度敗訴判決］

頚清腕障害、上肢等への負担

No. 41 



21発症待期

4 敗訴要因

1 I上肢等に負
短のかかる
作業

21傷病名の特
定ど発症時
期

【平成2 5年度敗訴判決］

( ! 



千葉地裁判決

1キーワード：臆板断裂、リハビリの効果

2 判決要旨（国敗訴・確定）
( 1) ＜判断枠組み＞

( 3）くりハピリ治療の改善可能性＞。

No. 42 



3 国の主張と判決の主な相違点
’ 』 国主張

1 I !Jハピリ f合
療の効果

4 敗訴要因

.1 I局医等意見の未徴収

21応訴方針の検討不足

（私病の開資）

［平成 25年度敗訴判決l

（’〕



［平成 25年度勝訴判決1

0 〔腰痛 1〕！平成．．年．．月．圃国 大阪高著書判決箇勝訴（上告受理申立中）

Iキーワード：身体障害を有する労働者、平均的労働者基準 l

2 控訴審判決要旨（国勝訴）
(1) （一審判決からの引用〉

No. 43 



【平成 25年度勝訴判決］

(2) ＜控訴審における控訴人の主張に対する判断〉 、

( 1 

者工轄の 国の主張が認められたポイント（主張、証拠）



［平成24年度敗訴判決i

1 事件の概要，

2 ・判決要旨（毘敗訴） •• 
( 1 ) 

3・菌側主張と判決との楕違点

No.与4



11末梢循環機能の検査
墨 E結果1どついての評価

必頚椎疾患の検経

（＼ 



｜キーワード：労働者性」・・・・・・業務執行権

1 率件の概要

2 判決要旨（控訴審判決）
( 1）労働者性の判断

(2）控訴人の主張に対する判断

［平成25年度勝訴判決］

No. 45 



3 1数訴婆因

1 I業務拶府権の有無に関

する主張

ノ、

【平成25年度勝訴判決】

国の主張が認められたポイシト（主張、通劃



【平成2・4年度敗訴判決］

， 

2. 判決寮旨
( ( 1 ) （判断枠組〉

〔2.) （亡夫の管寝室主営者性〉

、、

( 3) ~話語E

N.ο. 46 



3・ 国il!JJ主張と判決との相違点＇ ＇・

待遇の相

当性

4 敗訴の喜要因分析

本社課長の権娘

国側主張ー一一回－ •. 



( 

［平成 25年度勝訴判決］

国勝訴（上告受淫申立中〉
必呂田」ー

！キーワード：著しい長時間労働、慢性骨髄性白血病、高度の蓋然性の笹沼 i

2 控訴審判決要旨
く一号審判決島以下のとおりきI用〉
ア〈業務の過震性〉

No. 47 



3 降盟
1¥ CMLの発疲・瑠慈

に対する過重労働等の
ストレスの影響

21認定基準がない疾病
は、一般原則により業
務起因性を判断せわベき．
こと

【平成 2 5年度勝訴判決】



( 、、

【平成 25年度勝訴判決1

0 （認定基準外2〕平成・圃年．． 月・E店 主臣家高裁判決．国勝訴（上告受議申立て中〉
（平成．．年．．月．．臼

！キーワード：原発性肝が瓦、嘉手j:ffi張

2 控訴審判決要旨
く一審判決を以下のとおり引用〉
ア〈症状経過〉

No. 48 



【平成25年度勝訴判決】

11 中国への出張業
務の過重性

2＼亡夫の死亡原因

〆
t
l

一一



［平成24年度勝訴判決］

化学物質（ジァ二忌ヲン毒事工E雇五百

・』‘－

No. 49 



【平成 2 4年度勝訴判決］

(2) ＜ピスク口ロメチルエーテル（以下「cスクロjという。）之本件

係〉

cs) ＜結論〉

、

3 勝訴葵図

11化学物質の曜暴露と本

件疾病の因果関係

( I 
・、〆

｛

一



0〔その他〕平成．．年．月．園田

［キーワード：糖尿病、長時間労働

2 判決要旨（国勝訴）

ο）〈判断枠組み〉

一－ f平目成田-z-6－＂！年度勝訴判渉n---

No. 50 



一一一一一一ー

3 勝訴婆図

11本件疾病発症の相

対的に有力な原因

、

f平常2--6"年・度勝訴判茨］一ー



［平成24年度勝訴辛IJ決］

1 

.( 2 判決要旨

( 1 ）東京地裁 E平成．．年．月•s c国勝訴）〕
ア〈判断枠組み〉 一一

No. 51 



. (2）東京高裁.（.￥成・・4言薗扇面白｛国勝訴〉〕
アイ判断枠組み（労~保険制度の趣旨）〉

ウ〈平均賃金の算定〉

3 勝訴要因
下一一
11これまでの判決例に

基づく労災保険制度
と個別使用者責任の

関係の主張

,. 21・官殺の源因がλ社の

社長の叱資であるこ

との主張

［平成2 4年度勝苦手辛iJ決】

，，、
( i 



【平成25，年度勝訴判決】

0 〔二重就労1〕平成・4・月園日
（平成圃咽月 圃臼

！キーワード・二重雇用、労働時間の合算

( 2) ＜業務起因性の評価手法〉

No. 52 



( 3) ＜本件災害における業務超菌性〉

I I複数の事業
場に勤務し

ている労働
者に対する

災害補償資

任の所在

［平成25年度勝訴事j決】



.¥ 

iキーワード：じん柿誌と急雇心筋梗夏、治療機会の喪失

2 判決要旨（国勝訴｝
( 1 ) （判断枠組み〉

【平成25年度勝訴判決】

No. 53・



(6) ＜心臓元子二子JG検査と治療機会の喪失〉

(7) （総合羽薪子

3 勝訴要因

1 TEJ;:;布と心筋梗

塞の発症との因
果関係、

21心臓カテーテノレ
・＇検査のリスク

［平成26年度勝訴判決】



0 Cその他3〕平成．年．月．日
（平成田園年..Fl.日

2 判決蓮華雷 、
( 1）第ー審判決｛国敗訴）

【平成24年度勝訴判決］

国逆車琳訴 L上担理串立中］

国敗訴・国控訴）

No. 54 



3 勝訴喜要因
十三諏Z曙旨

1 I労災機償給付支

給決定の事実自

体は、当該事業
場の社会的評怖

の低下lこ結びつ
かない。

［平成24年度勝訴判決】、

く、）

国の主張が認められたポイント（主張に証拠



［平成 26年度勝訴判決｝

2 判決要旨
( 1 ) ＜判断枠組み〉

(.3) ＜原告の上肢の機能障害について＞

No. 55 



(4）くまとめ＞

4 勝訴要因

l IDVD映像の証拠提出

21原告が提出じた医姉の

意見書が判断根拠とし

た検査が、信頼性が低

いものであったこと

［平成・26年度勝訴判決］

国の主張が認められたポイント



〔平成26年度勝訴半I］決】

国勝訴（主笥再審係争中）

！キーワード：騒音惜慨、酬の鴎点

2 判決要旨（箇勝訴）
( 1 ) 伴I］斯将租み（消滅時効の起草弘前〉

No 56 



［平成26年度勝訴判決】

件堕ι
1 Iヰ！!Wu等の分析
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資料 7
訟務担当者ブロック研修各局訟務処理体制等（北海道・東北ブロック） 平成26年10月末 （）内は係属件数

1訟務処環体制
福島（1) 

①応訴方針検討会
議の出席者（役股
名、人数）

②法務局協議にお
ける出席者（役職
名、人数）

北海道（11 ) 

労災補償課長、労災管
理調整官、主任地方労
災補償監察官、地方労
災補償訟務官2名（主
査・サブ）。合計5名。

！！：~~盟！？寵襲撃障害時a~. ［i鰐：：：（2名）
労災犠i貰課長労災犠
僚監察官労災医療~，
察官 ｜労災補償課長、地方労

E災補償監察官 合
計3名

青森（1 ) 岩手（O) 宮城（3)

地方労災補償訟務官2 I 
｜労災補償課長、管還調

名（主査・サブ）、事案に｜
｜笠宮、労災補償監察官、

よっては労災補償課長もl
｜労災医療監察官 4名

出席。 ' 

秋田（1 ) 山形（1) 

3名

労災補償課長・労災管 ｜労災補償課長及び訟務！！！
理誠整官労災補償監 ｜当者（労災補償監察官）計
察官（2名） 4名 12名

労災補償課長
労災補俄監察官（2名）
計3名

労災補償課長及び訟務担
当者（労災補償監察官）計
2名。地元裁判所担当事
件の場合は監察官全員。

労災補償課長E労災管
E里謡繋官・労災補償監
察官（2名） 4名

2訴訟追行体制

①期日への出廷者！地方労災補償訟務官2
（役目龍名、人数） i名｛主資・サブ）

労災補償課長、管理認｜労災補償課長率件担｜労災裕償課長、地方労
整宮、労災補償監察官、 i当監察官 計2名 ｜出様償監察官 合
労災医療監察官 4名 I i計3名

労災補償課長
労災補償監察官（2名）
（処分庁）署労災課長
計4名

労災補償課長・労災管
理調整官労災補償監
察官（2名） 4名

労災補償課長及び訟務担
当者（労災鵠鏡監察官）計
2名。地元裁判所担当事
件の場合は監察官全員a
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①法務局に提出す
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裁）者

R＇』主備蓄面案の作
成に当たり、苦慮し
ている点、問題点

労災犠償課長、労災管
理認整官、主任地方労
災繍僚監察宮、地方労
災補償訟務官
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資料 7

4労災法務専門員

①労災法務専門員
への相談回数（出羽
相談を含む）（月O
回程度）

②労災訟務におい
て、どのような場函
で活用しているか。
（応訴方針検討、準
備蓄面作成への助
言、敗訴判決の検
討、その他（具体的
lこ）〕

5医事意克書作成
を依車置できる医師の
確保のために工夫
したこと、苦慮したこ
と

訟務担当者ブロック研修各局訟務処理体制等（北海道・東北フ、ロック） 平成26年10月末 （）内は係属件数



訟務担当者ブ、ロック研修協議事項（北海道・東北ブロック）

議題 専門医等の確保

提案

（青森） 理由

労働局 （できる 医証の作成等を依頼できる専門医の確保について、自
だけ具 局のみでは対l公追応行がの困参難＝な状況です。
体的に 今後の訴訟 考とするため、各局ではどのように
記入し 専門医の確保を行っているか教示いただきたい。
てくださ
い。）

議題 労災法務専門員の活用状況について

提案

（宮城） 理由

労働局 （できる 回報時や準備書面提出時には、法務局（訴訟代理人、音H
だけ具 付）とのやりとりが中心で、労災法務専門員の活用はして
体的に いませんでした。活用方法等について、ご教示お願いしま
記入し す。
てくださ
し、。）

議題 判例の収集方法について

提案

（宮城） 理由

労働局
2 （できる

参考となる判例等を入手としたいのですが、探し出すのに
だけ具

苦慮しております。収集方法について、ご教示お願いじま
体的！こ

す。
記入し
てくださ
し、。）


